
人事委員会議事録（第1770回） 
 

 

１ 開催日時 

    令和８年３月９日（水）15：00～17:10 

 

２ 開催場所 

    ３委員会第２会議室 

 

３ 会議に出席した者 

    委   員   大久保 和 代 委員長 

長 尾   真 委 員 

中 上 幹 雄 委 員 

    事務局職員   三 宅 ゆかり 事務局長 

            北   守 人 任用給与課長 

            川 﨑 勝 之 任用給与課副課長 

 

 

 

開 会 

 

 

第１号議案 

 議事録の承認を求める件（第 1769回） 

 

人事委員会議事録（第 1769回）について、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

 

第２号議案 

令和８年度職員採用試験に係る募集予定職種及び採用予定人数決定の件 

 

 任用給与課長が、募集予定職種及び採用予定人数を説明し、審議の結果、原案どおり決

定した。 

 

（委員） 

来年度の採用計画では、県としてこの分野を強化し補充していくなど、何か戦略的 

な意図はあるのか。 

（事務局） 

採用計画の考え方については、今年度から特に変更はないが、総合事務職の「防災 

コース」の新設は本県の特色と言えるものである。また、採用が困難な技術系職種に 

ついては、来年度も試験制度の見直しを行うなど、引き続き、受験者の確保に努めて 

いきたい。 

（委員） 

「防災コース」で採用される方は新卒の方が中心となるが、誰が育成していくのか。 



（委員） 

現在の危機管理部には防災分野で長く経験を積んだ職員も配置されている。そうい 

った職員からノウハウを吸収することで、10年、20年後には防災のスペシャリストと 

して活躍していただきたいと考えている。 

（委員） 

今年度の試験では、総合土木職などの一部職種で必要数を確保できなかったが、そ 

の分が来年度の採用計画上で欠員扱いとならないことに違和感がある。資料の見せ方 

や説明の仕方に工夫が必要ではないか。 

 

 

第３号議案 

  事務系職種（大卒程度・早期 SPI枠）採用試験実施要綱決定の件 

 

任用給与課長が、標記要綱（案）を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員） 

早期 SPI枠試験は導入から３年目となるが、この試験枠で採用された方と、公務員試 

験対策をして通常枠で採用された方の違いについて、今後チェックしていくのか。 

（事務局） 

早期 SPI枠で採用された職員が今年度から勤務している。この試験枠で採用された方 

と通常枠で採用された方の、それぞれの強みや弱みといった特徴や傾向は、今後把握し 

ていく必要があると考えている。 

 

 

第４号議案 

技術系職種（大卒程度・経験者）採用試験（春日程）実施要綱決定の件 

 

 任用給与課長が、標記要綱（案）を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員） 

来年度に向けた試験の見直しで、総合土木職と建築職については大学３年生の受験が 

可能になったと思うが、この試験では実施しないのか。 

（事務局） 

春日程の段階では、まだ３年生になったばかりで、就職先を決めきれていない学生が 

多くいると考えられるため、まずは秋日程から実施したいと考えている。次年度以降に 

ついては、今年度の試験実施状況を踏まえ検討していきたい。 

 

 

第５号議案 

採用選考並びに職務の級及び号給決定の件 

 

任用給与課長が、任命権者から請求のあった採用選考（発令予定：令和８年４月１日）

並びに職務の級及び号給を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

 



第６号議案 

職員等の寒冷地手当に関する規則の一部を改正する規則等制定の件 

 

任用給与課長が、標記規則の改正内容を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員） 

科学捜査研究所の件は、どのような趣旨によるものか。 

（事務局） 

   マネジメントを強化する趣旨 

（委員） 

５級から９級になるとのことだが、給与水準は。 

（事務局） 

   研究職と警察職では給料表の構造が異なっており、給与水準は同等である。 

 

 

第７号議案 

 公立学校教職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則制定に対する同意の件 

 

任用給与課長が、標記規則の改正内容を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

 

第８号議案 

 職員の特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則制定に対する同意の件 

 

任用給与課長が、標記規則の改正内容を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員） 

特地勤務手当とへき地手当の違いは。 

（事務局） 

特地勤務手当は勤務環境が著しく不利な地域で勤務することによる負担への補償、 

へき地手当はへき地教育の振興と趣旨が異なる。 

 

 

第９号議案 

 警察職員の特地勤務手当等に関する規程の一部を改正する訓令制定に対する同意の件 

 

 任用給与課長が、標記訓令の改正内容を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

 

報告事項１ 

 職員勤務実態調査（実地調査・文書指導）の結果 

 

 任用給与課長が、標記調査の結果及び指導等の状況を報告した。 

 

 



報告事項２ 

 採用試験広報活動計画（令和８年度） 

 

任用給与課長が、標記広報活動の計画内容を説明した。 

 

 

 

報告事項３ 

 任命権者が行った処分 

 

 任用給与課長が、教育委員会および警察本部長が行った４件の懲戒処分の内容及び理由

を説明した。 

 

 

 

閉 会 

 


